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新 公 協   ４８   号 

2023（令和５）年１２月１５日 

 協 議 会 加 盟 販 売 責 任 者 殿 

 協 議 会 加 盟 販 売 局 長 殿 

 新聞公正取引協議委員会委員 殿 

 地区新聞公正取引協議会委員長 殿 

 支部新聞公正取引協議会委員長 殿 

  新聞公正取引協議会 

  新聞公正取引協議委員会 

 委員長 高 橋 高 則 

 

第７３３回新聞公正取引協議委員会確認・決定事項お知らせの件 

 

１２月１４日開催の標記会合は、下記のとおり確認・決定しましたのでお知らせします。 

記 

１．懸賞企画の届け出に関する件 

発行本社が実施する一般懸賞について以下の届け出があり、了承した。神戸新聞社（デ

ーリースポーツ）からは、２月度中央協で了承した阪神タイガースの公式戦勝利の翌日に

実施する懸賞企画について、プロ野球シーズンが終了し、売上予定総額に占める景品総額

の割合が確定したとの届け出があった。 

＜日本経済新聞社＞ 

 Club NIKKEI・ご愛読感謝キャンペーン他 2024年1月1～31日 全国で実施 

＜日本経済新聞社＞ 

 パリ ポンピドゥーセンター キュビスム展＜京都＞ ご愛読者特別招待Day ペア招

待 24年1月13～18日 全国で実施 

＜東京新聞＞ 

 東京新聞電子版愛読者プレゼント（クオカード） 12月23日～24年1月8日 全国（中

日新聞発行エリアを除く）で実施 

＜報知新聞社＞ 

 中山競馬場・スポーツ報知抽選会 12月28日 東京本社管内エリア全域で実施 

＜日刊スポーツ新聞社＞ 

 競馬場ファンプレゼント 24年1月6日（中山競馬場） 発行エリア全域で実施 

＜スポーツニッポン新聞社＞ 

京都競馬場 スポニチご愛読感謝デー 24年1月6日 西日本地域（大阪本社版発行エ

リア全域）で実施 

＜日刊スポーツ新聞西日本＞ 

 競馬場ファンプレゼント 24年1月8日（京都競馬場） 発行エリア全域で実施 
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＜秋田魁新報社＞ 

 電子版併読会員獲得懸賞 12月30日～24年1月8日 秋田県内および一部県外販売エリ

アで実施 

＜山形新聞社＞ 

 山形新聞ご愛読感謝キャンペーン 12月20日～24年2月29日 山形県内で実施 

＜神奈川新聞社＞ 

 かながわ満喫プレゼントキャンペーン 三浦半島編 24年1月1日～2月29日 発行エリ

ア全域で実施 

＜信濃毎日新聞社＞ 

   信濃毎日新聞デジタル 信毎ポイント 交換サービス 24年1月1～5日 全国で実施 

＜信濃毎日新聞社＞ 

   信濃毎日新聞デジタル 信毎ポイント 交換サービス 24年2月1～5日 全国で実施 

＜信濃毎日新聞社＞ 

   信濃毎日新聞デジタル 信毎ポイント 交換サービス 24年3月1～5日 全国で実施 

＜福井新聞社＞ 

 福井新聞Ｄ刊お年玉くじ 24年1月1～10日 発行エリア全域で実施 

＜山陰中央新報社＞ 

 山陰中央新報懸賞企画 新春山陰のグルメプレゼントキャンペーン 24年1月15日～2月

29日 島根県・鳥取県で実施 

＜長崎新聞社＞ 

長崎新聞創刊135周年記念 謝恩懸賞 24年1月10日～3月9日 発行エリア全域で実施 

＜長崎新聞社＞ 

とっとってmotto！読者プレゼント（24年1月12日付）  1月12～19日 発行エリア全域

で実施 

＜長崎新聞社＞ 

とっとってmotto！読者プレゼント（24年1月26日付） 1月26日～2月2日 発行エリア

全域で実施 

＜大分合同新聞社＞ 

聞くけん！Oita みんなのGateリサーチ 24年1月4～10日 電子版発行エリア全域（全

国）で実施 

＜大分合同新聞社＞ 

みんなで探そう！ハローキティのまちがいさがし 24年1月9日～2月29日 大分県で実

施 

２．関西地区、福岡・山口地区の公正販売に関する件 

森京阪神地区協委員長（朝日大阪）、畑九州地区協委員長（読売西部）から、両地区の

公正販売に向けた取り組み状況について報告があり、了承した。 
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【販売委員会事項】 

１．著作物再販ヒアリングに関する件 

公正取引委員会が２０２４年２月に実施する標記ヒアリングは、川中副委員長（産経東

京）と清水委員（北國）が出席することとした。 

２．「すべての教室へ新聞を」運動について 

高橋委員長（毎日東京）から各地区協委員長に対して、２０２３年の１年間における「す

べての教室へ新聞を」運動の進ちょく状況や問題点について、２４年１月度委員会で文書

報告するよう指示があった。 

３．苦情相談の撲滅に関する件 

高橋委員長から各社・各系統に対して、引き続き消費者・読者からの苦情撲滅に取り組

むよう指示があった。 

 

以  上 


